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平成２６年第１回羅臼町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年３月７日（金曜日）午前１０時開会 

 

──────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、平成２６年第１回羅

臼町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 定例会会期日程及び日程表及び本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１６条の規定によって、１番湊屋稔君及び

２番田中良君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２ 会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日から３月１４

日までの８日間とし、議案調査等のため、３月８日、９日及び３月１１日、１２日、１３

日の５日間は休会にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から３月１４日までの８日間とし、議案調査等の

ため、３月８日、９日及び３月１１日、１２日、１３日の５日間は休会とすることに決定

しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。資料は議長の手

元に保管しています。 

 これで、諸般の報告を終わります。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） おはようございます。昨日からの暴風雪と国道の一部通行どめ

により、議会開会が心配されたところでありますけれども、予定どおり、本日、羅臼町議

会第１回定例会を開催することができ、安堵しているところであり、議員皆様全員の御出

席を賜り、提出議案等の御審議をいただけますことにつきましてお礼を申し上げます。 

 お許しをいただきましたので、４件、行政報告をさせていただきます。 

 １件目は、去る２月１７日発生の暴風雪被害の対応についてであります。 

 ２月１６日から低気圧の発達により、釧路、根室地方では、１６日から１９日にかけて

広い範囲で暴風雪となり、各地で国道や道道が通行どめとなりました。当町では、２月１

６日日曜日午前１１時３５分に大雪警報、同日午後６時２５分に暴風雪警報が発令されま

した。このころから風雪が強まり、道道知床公園羅臼線、岩見橋から相泊間が通行どめと

なりました。翌１７日月曜日の午後１時３０分から国道３３５号線の幌萌から峯浜間が、

午後２時から幌萌町から標津町伊茶仁間が通行どめとなりました。これを受けまして、１

７日月曜日の午後１時に羅臼町雪害対策本部を設置し、午後１時３０分に峯浜町福祉館を

避難所として開設し、雪害対策の対応に当たりました。また、暴風雪による停電も町内各

地区で発生いたしました。 

 このたびの雪害対策に対し、釧路開発建設部中標津道路事務所並びに北海道電力中標津

支店より、現地情報連絡員として、それぞれの職員を羅臼町雪害対策本部に派遣していた

だき、情報を共有し、２４時間体制で対応していただいたところであります。 

 警報発令期間が４日間にわたりまして、この間、暴風雪が続いたことから、除雪作業や

復旧作業がおくれ、町民皆様には大変御不便をおかけいたしましたが、幸いにも人身事故

などの大きな被害がなく、安堵しているところではありますが、今後におきましても、で

きる限りライフラインを安定的に維持できるような取り組みを関係機関に強く要請してま

いります。 

 なお、屋根の破損等の被害として、公共施設、民家合わせて５６件の報告を受けており

まして、現在、被害額の詳細について取りまとめ中でありますが、公共施設、特に町営住

宅につきましては、住民の皆様に支障を来すことのないように、応急措置をさせていただ

いているところであります。 

 また、昨日の暴風雪により、国道３３５号が６日午前１０時３０分から通行どめとな

り、６日の９時３５分に羅臼町雪害対策本部を設置したところでありますが、先刻、午前

９時に国道が開通となったところであります。なお、今回の防風雪による被害は、現在調
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査中であります。 

 ２件目は、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の還付加算金の未還付についてで

あります。 

 他自治体による還付加算金処理手続の誤りの報道を受け、還付加算金の還付手続の確認

をしたところ、当町においても、国民健康保険税で６１世帯、３０万１,９００円、後期

高齢者医療保険料で１世帯、１,７００円の還付加算金の算定誤りによる未還付があるこ

とが判明いたしました。処理誤りが判明したことは大変遺憾であり、未還付となっている

対象者の皆様には深くおわび申し上げます。大変申しわけありませんでした。未還付と

なっている対象者の皆様には、速やかに還付するよう指示するとともに、今後、このよう

な事務処理ミスが発生しないよう、改めて法令を確認し、確実な算出根拠を周知徹底し、

再発防止と適切な事務処理に努めてまいります。 

 ３件目は、羅臼国後展望塔の増築についてでございます。 

 羅臼国後展望塔の増築につきましては、北方領土返還運動のさらなる啓発のため、設置

者である独立行政法人北方領土問題対策協会から事務委託を受け、２５年度中の完成を目

指し、進めてまいりましたが、これまで、９月と１０月に一般競争入札を実施いたしまし

たが、応札する業者がなく、さらに、１１月に指名競争入札に切りかえ、３度目の入札を

行いましたが不調となったため、年度内の発注、完成は不可能となりました。 

 今後の対応につきましては、北方領土問題対策協会は、本事業を２６年度に繰り越して

進めていく予定とのことでありますので、新年度のできるだけ早い時期に完成できるよう

要請を続けてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

 ４件目は、３月５日現在における羅臼地方卸売市場の鮮魚取扱高の状況でございます。

お手元に配付しておりますが、トータルで申し上げますと、数量では、昨年同期と比べま

して２１.５％上回っております。金額では、昨年同時期と比べて２３.０％上回っている

ところであります。特にスケソウ漁におきましては、金額で３６％上回っておりまして、

またウニにつきましても、昨年から見て、金額では６０.８％上回っているというような

状況でございます。 

 いずれにいたしましても、今後につきましても、漁獲高、そして安全操業であることを

期待しているところであります。 

 なお、本定例会には、報告１件と議案１９件、議案１９件の内訳として平成２５年度補

正予算が５件、２６年度の予算が６件、条例の一部改正が４件、過疎事業にかかわる計画

変更が１件、規約の変更協議が２件、人事案件１件であります。どうぞよろしくお願い申

し上げます。ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第１９号 根室町村等公平委員会委員の選任につき同意を求 
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めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第５ 議案第１９号根室町村等公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま上程されました議案第１９号でございます。７４ペー

ジをお願いいたします。 

 根室町村等公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 

 根室町村等公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項

の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 住所につきましては、目梨郡羅臼町船見町１９番地６。 

 氏名につきましては、寺澤哲也氏。 

 生年月日でありますが、昭和２８年１１月２７日、満６０歳であります。 

 任期につきましては、平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まででございま

す。 

 寺澤哲也氏は、昭和４７年、１９７２年４月に羅臼町職員として勤務し、以来、今日ま

で４２年間の長きにわたり、行政の各分野を歴任し、その識見も豊富であり、人格ともに

公平委員として適任でありますので、満堂の御賛同を賜りたくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１９号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第１９号根室町村等公平委員会委員の選任につき同意を求

めることについては、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第１号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第６ 報告第１号専決処分した事件の承認についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） ただいま上程されました、報告第１号の専決処分した事件の承

認について、そして、この後、本日提案が予定されております議案第１号から第５号並び

に第１６号につきましては、それぞれ副町長以下、担当職員をして説明いたさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 報告第１号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承

認を求める。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決処分年月日につきましては、平成２６年１月７日でございます。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３４億８,１６６万７,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １８款１項繰越金、１７１万円を追加し１,０９０万１,０００円。 

 歳入合計、１７１万円を追加し３４億８,１６６万７,０００円。 

 歳出でございます。 

 ６款１項商工費、１７１万円を追加し８,９５８万５,０００円。 

 歳出合計、１７１万円を追加し３４億８,１６６万７,０００円。 

 ６ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の歳入でございます。 

 １８款１項１目繰越金、１７１万円の追加でございまして、補正財源を前年度繰越金に

求めたものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 歳出でございまして、６款１項商工費８目温泉供給費、１７１万円の追加でございま
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す。１月６日に、泉源であります５号井のスケールによりまして閉塞し、温度が下がる状

態が続いたことから、早急に温泉の安定供給を図るために、しゅんせつ作業を実施したも

のでございまして、現在においては安定な供給をされておるということでございます。そ

ういうことで専決をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで、質疑を終わります。 

 これから、報告第１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第１号専決処分した事件の承認については、承認することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 報告第１号専決処分した事件の承認については、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第 １号 平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算   

◎日程第８ 議案第１６号 羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい 

て 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第７ 議案第１号平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予

算及び日程第８ 議案第１６号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更についての２件

を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１０ページをお願いいたします。 

 議案第１号平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８,０６１万６,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億６,２２８万３,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 第２条は、地方債の補正でございます。 

 地方債の変更は、第２表、地方債補正による。 

 １１ページをお願いいたします。 
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 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入でございます。 

 ９款１項地方交付税、１億４,８３４万円を追加し２０億７,２３４万円。 

 １１款分担金及び負担金、１２６万円を減額し３,８１３万２,０００円。 

 ２項負担金、１２６万円を減額し３,４３８万２,０００円。 

 １３款国庫支出金、１５万９,０００円を減額し１億４,３０２万７,０００円。 

 １項国庫負担金、１５万９,０００円を減額し１億１,０６７万円。 

 １４款道支出金、７５万８,０００円を減額し１億５,３８６万５,０００円。 

 １項道負担金、２７万円を追加し６,６２３万６,０００円。 

 ２項道補助金、１０２万８,０００円を減額し６,９３１万２,０００円。 

 １６款１項寄附金、１５６万１,０００円を追加し２,４４２万９,０００円。 

 １９款諸収入、１０万８,０００円を減額し２,９０９万６,０００円。 

 ４項雑入、１０万８,０００円を減額し２,８１５万８,０００円。 

 ２０款１項町債、３,３００万円を追加し２億３,８２９万３,０００円。 

 歳入合計、１億８,０６１万６,０００円を追加し３６億６,２２８万３,０００円。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費、２億３,０２８万９,０００円を追加し８億４,８８０万６,０００円。 

 １項総務管理費、２億３,０２８万９,０００円を追加し７億８,６４０万円。 

 ３款民生費、３６４万４,０００円を減額し４億３,０８２万５,０００円。 

 １項社会福祉費、８８万４,０００円を減額し３億４,０７４万６,０００円。 

 ２項児童福祉費、２７６万円を減額し９,０００万円。 

 ４款衛生費、１,５１２万７,０００円を減額し５億７,５００万３,０００円。 

 １項保健衛生費、１,１０２万７,０００円を減額し２億２,２８２万８,０００円。 

 ３項清掃費、４１０万円を減額し３億４,３５０万円。 

 ５款農林水産業費、６０万円を減額し５,７３４万１,０００円。 

 ３項水産業費、６０万円を減額し３,６３８万９,０００円。 

 ７款土木費、２,０００万円を追加し１億１,２１７万８,０００円。 

 ２項道路橋りょう費、２,０００万円を追加し１億１,０７８万７,０００円。 

 ８款教育費、２,０３０万２,０００円を減額し２億５,１３２万８,０００円。 

 ２項小学校費、５７万６,０００円を減額し４,０９７万３,０００円。 

 ３項中学校費、３７２万４,０００円を減額し３,２１９万７,０００円。 

 ４項幼稚園費、９９万３,０００円を減額し２,０５５万３,０００円。 

 ６項保健体育費、１,５００万９,０００円を減額し９,８０３万１,０００円。 

 １０款１項職員費、３,０００万円を減額し８億１,３８０万６,０００円。 

 歳出合計、１億８,０６１万６,０００円を追加し３６億６,２２８万３,０００円。 

 １３ページをお願いいたします。 
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 第２表、地方債の補正でございます。 

 １点目は、防災行政無線戸別受信機の整備事業債でございます。２５０万円から４２０

万円に変更するものでございます。次に、社会福祉協議会補助事業債でございまして、

１,４４０万円の追加でございます。観光協会補助事業債、７３０万円の追加でございま

す。商工会補助事業債、９６０万円の追加でございまして、いずれも過疎対策事業債でご

ざいまして、起債の方法、利率、償還の方法については変更ございません。 

 １４ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の歳入でございます。 

 ９款１項１目地方交付税、１億４,８３４万円の追加でございます。普通交付税の交付

額決定によるものでございます。 

 １１款分担金及び負担金２項負担金５目教育費負担金１２６万円の減額につきまして

は、学校給食費の負担分の確定によるものでございます。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金、１５万９,０００円の減額で

ございます。１点目につきましては、障がい者の介護給付費の負担金でございます。額の

確定による増額でございます。もう１点につきましては、児童福祉費の負担金１５６万

２,０００円の減額につきましては、それぞれ、手当の負担金の額の確定によるものでご

ざいます。 

 １４款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金、２７万円の追加でございます。１点

目の４３万２,０００円の減額につきましては、児童福祉費負担金の確定でございます。

もう１点につきましては、障がい者介護の訓練等給付金の７０万２,０００円の増につき

ましては、利用者の増による増額でございます。。 

 ２項道補助金２目民生費道補助金、４２万８,０００円の減額でございます。それぞれ

給付費の補助金の確定による減額でございます。４目の農林水産事業費道補助金６０万円

の減額につきましては、北方領土隣接地域振興等事業の補助金の確定によるものでござい

ます。 

 次に、１６款の寄附金でございます。１６ページをお願いいたします。 

 総務費寄附金の１５４万５,０００円の追加につきましては、善意による寄附があった

ものでございまして、知床・羅臼まちづくり寄附金のうち、知床保全に１件１万円、中学

校建設事業に７件１５３万５,０００円、合わせて１５４万５,０００円の追加でございま

す。 

 教育費寄附金１万６,０００円につきましては、体育文化振興基金ということの指定寄

附でございまして、陶芸サークル織部より善意の寄附をいただいたところでございます。 

 １９款諸収入４項３目雑入１０万８,０００円の減額につきましては、健康診断等の個

人の負担金の額の確定でございます。 

 ２０款１項町債１目総務債１７０万円の追加でございます。防災無線の戸別受信機の整

備事業債の増額でございます。次に、民生債につきましては、社会福祉事業債の１,４４



― 11 ― 

０万円、商工債の１,６９０万円の追加につきましては、それぞれ、観光協会の補助事

業、商工会の補助事業に新たに過疎事業債が認められたための追加でございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 歳出の説明をいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億３,０２５万９,０００円の追加でござい

ます。１点目は、負担金補助及び交付金の決定でございますが、消防事務組合負担金でご

ざいます確定実行見込みによる負担金に減額を生じたものでございます。 

 積立金でございます。財政調整基金積立金６,５７４万１,０００円、減債基金積立金

６,３５３万円、公共施設整備基金積立金１億円につきましては、今後の安定的な財政基

盤の構築のために、それぞれ積み立てをするものでございます。体育文化振興基金の１万

７,０００円、知床・羅臼まちづくり基金積立金１５４万５,０００円につきましては、た

だいま歳入で説明したとおりの、善意の寄附を積み立てるものでございます。 

 ７目自治振興費、３万円の追加でございます。負担金でございますが、羅臼・釧路間の

競合路線の減収分負担金に不足を見込まれるため、追加をするものでございます。 

 ７項１目防災費につきましては、今般の戸別受信機の過疎事業債が増額認められたとい

うことでございまして、その特定財源の調整のためでございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１０２万５,０００円の追加でございま

す。扶助費でございまして、７０歳以上の非課税の世帯に対しまして、今般、灯油の著し

い価格の高騰によりまして、低所得者世帯に大きな負担を招くおそれがございますので、

負担軽減のために一部扶助するものでございます。ひとり暮らしの高齢者、あるいは高齢

者夫婦世帯、ひとり親世帯、重度身障者世帯、生活保護世帯、合わせて２０５世帯に、１

世帯５,０００円の扶助をするものでございます。 

 ４目心身障がい者特別対策費４１６万６,０００円の追加でございます。１点につきま

しては、難病患者の交通費助成、通院の減による１１０万円の減でございます。障がい者

自立支援事業に要する経費、２０ページをお願いいたします、扶助費でございまして、介

護・訓練等の給付、３名の利用者増による２８０万７,０００円の増でございます。償還

金利子及び割引料につきましては、２４年度の補助金が確定したための返還を求められた

ものでございます。 

 ５目心身障がい者医療費２００万円の減額につきましては、それぞれ扶助費の確定によ

るものでございます。 

 ６目ひとり親福祉医療費７０万円の減額につきましても、各扶助費の確定によるもので

ございます。 

 ７目特別会計繰出金、３３７万５,０００円の減額でございます。繰出金でございまし

て、国民健康保険事業特別会計につきましては８４万円の増でございます。出産一時金、

当初予算より、３名の方が増となったということの繰り出しでございます。介護保険事業

特別会計繰出金につきましては、給付費の確定による減でございます。 
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 ２項児童福祉費１目児童措置費、２７６万円の減でございます。支給対象者の確定によ

る減でございます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費２目予防費、３２４万７,０００円の減でございます。１点

目は、各種検診の確定による委託料の減、償還金利子及び割引料につきましては、２４年

度事業の負担金が確定したための返還でございます。 

 次に予防費でございまして、２２ページをお願いいたします。それぞれ、予防接種等の

確定による減額をするものでございます。 

 ６目合併処理浄化槽普及費、７７８万円の減額でございます。当初２０基を予定してご

ざいましたが、１０基の設置で完了したということでございまして、減額をしてございま

す。このことにつきましては、今後、さらなる設置推進について対応を図ってまいりたい

というふうに思ってございます。 

 ３項清掃費１目清掃総務費、４１０万円の減額でございます。それぞれ説明欄にござい

ますとおり、し尿処理組合、あるいは根室北部廃棄物広域連合、ＰＣＢ廃棄物処理に関す

る経費、それぞれ確定したための減額でございます。 

 ５款農林水産業費３項水産業費２目水産業振興費６０万円の減額につきましては、北方

領土隣接地域振興等事業補助金の確定によるものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 ６款１項商工費２目商工振興費４目観光費、それぞれ、これにつきましては、歳入で申

し上げましたとおり、地方債の充当確定により財源内訳の変更をするものでございます。 

 ７款土木費２項道路橋りょう費２目道路維持費、２,０００万円の追加でございます。

年度末まで２,０００万円の不足を生じるということで補正をお願いするものであります

が、しかしながら、先ほど町長の行政報告でもありましたとおり、２月７日から２１日の

暴風雪にかけて被害があり、これの除雪費用が発生したため、さらに、この後、追加提案

をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ８款教育費２項小学校費２目教育振興費５７万６,０００円の減額でございます。扶助

費の対象者確定による減額でございます。 

 ３項中学校費２目教育振興費４６万９,０００円の減額でございます。これにつきまし

ても対象者の確定による減額でございます。 

 ３目学校建設費、羅臼中学校の耐力度調査入札の確定による減額でございます。 

 ４項幼稚園費１目幼稚園管理費９９万３,０００円の減額につきましては、代がえ教諭

の賃金、あるいは研修旅費の確定による減額でございます。 

 ６項保健体育費２目体育館費、１,３７４万９,０００円の減額でございます。１点目は

修繕費でございますが、体育館のバレーボールネットの支柱に損傷がございました。これ

の取りかえでございます。委託料につきましては、体育館の施設管理委託をしてございま

すが、当初の予算から減額をしております。さらには、雇用対策の補助事業も充当になっ

たということで減額をするものでございます。 
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 ６目給食センター管理費１２６万円の減額でございます。それぞれ実行見込みで確定に

なるものでございます。 

 １０款１項職員費１目職員給与費、３,０００万円の減額でございます。中途退職ある

いは育児休業者、独自の給与の削減ということで、それぞれ給与の削減をするものでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、７１ページをお願いいたします。 

 議案第１６号でございます。羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでござ

います。 

 羅臼町過疎地域自立促進市町村計画を、別紙、羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変

更のとおり変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、議

会の議決を求めるものでございます。 

 別紙、羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてを説明させていただきたいと

思います。 

 ただいま、補正の中でもお話をさせていただきましたけれども、今般、観光協会の補助

事業、及び、商工会の補助事業、２ページにあります社会福祉協議会補助事業が、それぞ

れ、過疎債のソフト事業に充当を決定されたということでございまして、その内容を変更

するものでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１号及び議案第１６号の２件を採決します。 

 この採決は、１件ずつ起立によって行います。 

 議案第１号平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第１号平成２５年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第１６号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい

ては、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第２号 平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会 

計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第９ 議案第２号平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事

業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（対馬憲仁君） ３０ページをお願いいたします。 

 議案第２号平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算でございま

す。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

によるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２６８万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４,６３３万６,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税、２,９１５万６,０００円を減額し４億５,２３９万４,０００

円。 

 ３款国庫支出金、１,７２５万７,０００円を減額し２億６,７６０万５,０００円。 

 １項国庫負担金、１,７３９万２,０００円を減額し２億６,６８９万４,０００円。 

 ２項国庫補助金、１３万５,０００円を追加し７１万１,０００円。 

 ４款１項療養給付費交付金、２６０万円を追加し４９１万４,０００円。 

 ６款道支出金、７３９万２,０００円を減額し８,９３４万３,０００円。 

 １項道負担金、１３９万２,０００円を減額し１,１９５万５,０００円。 

 ２項道補助金、６００万円を減額し７,７３８万８,０００円。 

 ７款１項共同事業交付金、６４６万５,０００円を減額し１億１,７０５万３,０００

円。 

 ９款繰入金、８４万円を追加し５,９７０万円。 

 １項他会計繰入金、８４万円を追加し４,７８０万５,０００円。 

 １０款１項繰越金、６,９５１万２,０００円を追加し７,６６０万１,０００円。 

 歳入合計、１,２６８万２,０００円を追加し１１億４,６３３万６,０００円。 
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 続きまして、歳出です。 

 １款総務費、５,０１３万５,０００円を追加し５,８８１万１,０００円。 

 １項総務管理費、５,０１３万５,０００円を追加し５,５１７万６,０００円。 

 ３款保険給付費、４,６１４万円を減額し６億２,１０３万円。 

 １項療養諸費、４,８００万円を減額し５億４,６９４万円。 

 ２項高額療養費、６０万円を追加し６,５０８万８,０００円。 

 ４項出産育児諸費、１２６万円を追加し８８２万円。 

 ５款１項共同事業拠出金、１,０８２万５,０００円を減額し１億８,０２７万８,０００

円。 

 １０款諸支出金、１,９５１万２,０００円を追加し２,０１６万円。 

 １項償還金及び還付加算金、１,９５１万２,０００円を追加し２,０１５万９,０００

円。 

 歳出合計、１,２６８万２,０００円を追加し１１億４,６３３万６,０００円。 

 続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明をさせていただきますので、３

３ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 １款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税から２,９１５万６,０００円

を減額。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費等負担金から１,６００万円を減額。 

 ２目高額医療費共同事業負担金から１３９万２,０００円を減額。 

 以上につきましては、歳出の療養給付費、高額療養費の補正額のルール分でございま

す。 

 ２項国庫補助金２目特別調整交付金に１３万５,０００円の追加につきましては、シス

テム改修に伴うものでございます。 

 ４款１項１目療養給付費交付金に２６０万円の増額につきましては、退職被保険者の療

養給付費、高額療養費の補正額のルール分でございます。 

 ６款道支出金１項道負担金１目高額医療費共同事業負担金から１３９万２,０００円の

減額。 

 ２項道補助金１目第１号調整交付金から６００万円の減額。 

 ７款１項１目共同事業交付金から２７８万７,０００円の減額。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金から３６７万８,０００円の減額。 

 以上につきましては、歳出の療養給付費及び共同事業拠出金の補正額のルール分でござ

います。 

 ９款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金に８４万円の追加につきましては、出

産育児一時金に伴うものでございます。 

 ３３ページから３６ページに続きますが、１０款１項１目繰越金に６,９５１万２,００
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０円を追加するものでございます。内容につきましては、前年度繰越金に財源を求めるも

のでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費に、５,０１３万５,０００円を追加するもの

でございます。内容につきましては２点ございまして、１点目は、７０歳から７４歳まで

の被保険者の一部負担の取り扱いの見直しに伴いシステム改修が必要となることから、１

９節負担金補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金に１３万５,０００

円を追加するものでございます。２点目は、平成２４年度決算において７,９７５万３,０

００円の繰越金が生じたことから、留保財源を差し引いた５,０００万円を２５節積立

金、国民健康保険財政調整基金積立金に追加するものでございます。なお、この結果、基

金の残高は７,９１０万５,０００円となるものでございます。 

 ３款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費から、５,０００万円を減額

するものでございます。内容につきましては、一般被保険者の療養費の減尐により、１９

節負担金補助及び交付金、診療報酬保険者負担金から５,０００万円を減額するものでご

ざいます。 

 ２目退職被保険者等療養給付費に、２００万円を追加するものでございます。内容につ

きましては、退職被保険者の療養費の増加により、１９節負担金補助及び交付金、診療報

酬保険者負担金に２００万円を追加するものでございます。 

 ２項高額療養費３目退職被保険者等高額療養費に、６０万円を追加するものでございま

す。内容につきましては、退職被保険者の高額療養費の増加により、１９節負担金補助及

び交付金、高額療養費給付金に６０万円を追加するものでございます。 

 ３７ページから３９ページに続きますが、４項出産育児諸費１目出産育児一時金に１２

６万円を追加するものでございます。内容につきましては、出産予定者が当初見込みから

３名増加し２１名となることから、１９節負担金補助及び交付金、出産育児一時金に１２

６万円を追加するものでございます。 

 ５款１項共同事業拠出金１目高額医療費共同事業医療費拠出金から５５７万１,０００

円を減額するものでございます。内容につきましては、高額医療費共同事業医療費拠出金

の額の確定により、１９節負担金補助及び交付金、高額医療費共同事業医療費拠出金から

５５７万１,０００円を減額するものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業拠出金から５２５万４,０００円減額するものでございま

す。内容につきましては、保険財政共同安定化事業拠出金の額の確定により、１９節負担

金補助及び交付金、保険財政共同安定化事業拠出金から５２５万４,０００円を減額する

ものでございます。 

 １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金に、１,９５１万２,０００円を追

加するものでございます。内容につきましては、平成２４年度療養給付費等負担金等の額
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の確定に伴い返還金が生じたことにより、２３節償還金利子及び割引料、返還金に１,９

５１万２,０００円を追加するものでございます。なお、この補正予算につきましては、

３月３日開催の第１回国保運営協議会に諮問し、原案のとおり答申をいただいているもの

でございますことを御報告させていただきます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第２号平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第２号平成２５年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会

計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第３号 平成２５年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計 

補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１０ 議案第３号平成２５年度目梨郡羅臼町介護保険事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 地域包括支援センター課長。 

○地域包括支援センター課長（斉藤健治君） 議案の４１ページをお願いいたします。 

 議案第３号平成２５年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,４４６万８,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,８２５万円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 第２条は、地方債の補正でございます。 

 地方債の変更は、第２表、地方債補正による。 

 ４２ページをお願いいたします。 
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 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 １款１項介護保険料、３４２万３,０００円を減額し６,８００万１,０００円。 

 ３款国庫支出金、７４２万４,０００円を減額し１億３６万３,０００円。 

 １項国庫負担金、５６４万４,０００円を減額し７,６３３万２,０００円。 

 ２項国庫補助金、１７８万円を減額し２,４０３万１,０００円。 

 ４款１項支払基金交付金、１,００７万円を減額し１億１,５１６万４,０００円。 

 ５款道支出金、５６４万１,０００円を減額し５,５３５万４,０００円。 

 １項道負担金、５６４万１,０００円を減額し５,３４１万１,０００円。 

 ７款繰入金、１４８万円を追加し７,９２９万４,０００円。 

 １項他会計繰入金、４２１万５,０００円を減額し６,４７９万９,０００円。 

 ２項基金繰入金、５６９万５,０００円を追加し１,４４９万５,０００円。 

 １０款町債１項財政安定化基金貸付金、９３９万円の全額を減額するものでございま

す。なお、１０款町債は廃款でございます。 

 歳入合計、３,４４６万８,０００円を減額し４億３,８２５万円。 

 続きまして、歳出です。 

 １款総務費、２５万２,０００円を追加し１,９５９万４,０００円。 

 １項総務管理費、２５万２,０００円を追加し１,７２３万５,０００円。 

 ２款保険給付費、３,４７２万円を減額し３億９,３２４万８,０００円。 

 １項介護サービス等諸費、３,５００万円を減額し３億４,８５６万７,０００円。 

 ２項介護予防サービス等諸費、８３万円を追加し８０２万３,０００円。 

 ３項高額介護サービス等費、８０万円を減額し９４０万円。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費、１２５万円を追加し２７１万３,０００円。 

 ５項特定入所者介護サービス等費、１００万円を減額し２,４５４万５,０００円。 

 歳出合計、３,４４６万８,０００円を減額し４億３,８２５万円。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正。 

 １、変更でございます。 

 内容といたしまして、当初予算で歳入不足分の財源を財政安定化基金貸付金に求めてお

りましたが、介護給付費の決算見込みに伴い、財政安定化基金貸付金より借り入れが不要

となったことから、９３９万円の全額を減額するものでございます。 

 続きまして、４５ページをお願いいたします。 

 事項別明細書。 

 歳入でございます。 

 １款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料で３４２万３,０００円の減額につ

きましては、介護給付費の決算見込みに伴うルール分の減額補正でございます。 
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 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金５６４万４,０００円の減額と、

２項国庫補助金１目調整交付金１９０万６,０００円の減額につきましても、介護給付費

の決算見込みに伴うルール分の減額補正でございます。 

 ４目事業費補助金１２万６,０００円の追加は、介護保険システム改修費用に対する国

庫補助金分でございます。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金１,００７万円の減額と、５款道支出金

１項道負担金１目介護給付費負担金５６４万１,０００円の減額につきましても、介護給

付費の決算見込みに伴うルール分の減額補正でございます。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４２１万５,０００円の減額につきま

しては、１節介護給付費繰入金の決算見込みに伴う４３４万１,０００円の減額と、６節

事務費繰入金１２万６,０００円の増額によるものでございます。事務費繰入金につきま

しては、介護保険システム改修費に対する一般会計からの繰り入れ分でございます。 

 ２項１目基金繰入金１節介護給付費準備基金繰入金５６９万５,０００円の追加につき

ましては、財政安定化基金貸付金の減額に対する歳入不足を介護給付費準備基金繰入金に

財源を求めるものでございます。 

 １０款町債１項１目財政安定化基金貸付金９３９万円の減額につきましては、先ほど地

方債補正で説明いたしましたとおり、借り入れが不要となったことから９３９万円の全額

を減額するものでございます。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費で、２５万２,０００円の追加です。内容に

つきましては、消費税率の改定に伴う介護保険システム改修費負担金でございます。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目介護サービス給付費で、３,５００万円の

減額でございます。説明欄に記載されております、居宅介護サービス給付費１００万円、

施設介護サービス給付費２,６００万円、地域密着型介護サービス給付費８００万円の減

額でございます。内容といたしましては、介護給付費の決算見込みに伴う減額補正でござ

います。 

 ２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費、８３万円の追加です。内容

といたしましては、先ほどの保険給付費同様、決算見込みに伴う増額補正でございます。 

 ３項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費で８０万円の減額につきましても、

決算見込みに伴う減額補正でございます。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費で、１２５万円の

追加です。これにつきましても、決算見込みに伴う増額補正でございます。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 ５項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費で、１００万円の減額

です。これにつきましても、決算見込みに伴う減額補正でございます。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑終わります。 

 これから、議案第３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３号平成２５年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算は、原案のとおり

決定をすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 議案第３号平成２５年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計

補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第４号 平成２５年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特 

別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１１ 議案第４号平成２５年度目梨郡羅臼町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（対馬憲仁君） ５３ページをお願いいたします。議案第４号平成２５年

度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算でございます。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ５,８３８万２,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、５２万７,０００円を追加し４,１１８万６,０００

円。 

 歳入合計、５２万７,０００円を追加し５,８３８万２,０００円。 

 続きまして、歳出でございます。 
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 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金、５２万７,０００円を追加し５,６４７万９,

０００円。 

 歳出合計、５２万７,０００円を追加し５,８３８万２,０００円。 

 続きまして、事項別明細書により説明をさせていただきますので、５６ページをお願い

いたします。 

 歳入です。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料に、５２万７,０００円を追加するものでございま

す。内容につきましては、被保険者の増加等により、普通徴収に５２万７,０００円を追

加するものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に、５２万７,０００円を追加するもので

ございます。内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金で、被保険者の増加等

によりまして１９節負担金補助及び交付金、保険料負担金に、５２万７,０００円を追加

するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで、質疑を終わります。 

 これから、議案第４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４号平成２５年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１１ 議案第４号平成２５年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第５号 平成２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１２ 議案第５号平成２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計

補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（北澤正志君） 議案の６０ページをお願いいたします。議案第５号平成

２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算。 
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 第１条は、総則です。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町の水道事業会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正です。 

 平成２５年度水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のと

おり補正する。 

 収入。 

 第１款水道事業収益４０万６,０００円を追加補正し、２億３４１万３,０００円とす

る。 

 第１項営業収益４０万６,０００円を追加補正し、１億９,３５７万２,０００円とす

る。 

 支出です。 

 第１款水道事業費用４０万６,０００円を追加補正し、２億３４１万３,０００円とす

る。 

 第１項営業費用４０万６,０００円を追加補正し、１億５,０００万７,０００円とす

る。 

 次に、６１ページをごらんください。 

 平成２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算実施計画。 

 収益的収入及び支出でございます。説明の都合上、支出から説明させていただきます。 

 １款水道事業費用１項営業費用４目総係費で、会費及び負担金として４０万６,０００

円の追加補正でございます。内容としましては、上下水道料金システムの消費税法改正の

対応費用として、北海道自治体情報システム協議会への追加の分担金でございます。ま

た、この４０万６,０００円の財源につきましては、上段にあります収入の第１款水道事

業収益１項営業収益１目給水収益に求めるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５号平成２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１２ 議案第５号平成２５年度目梨郡羅臼町水道事業会計補正予算

は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、午前１１時２０分まで休憩します。１１時２０分再開します。 
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午前１１時０５分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 町長・教育長行政執行方針 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１３ 町長・教育長行政執行方針の説明を求めます。 

 最初に、町長行政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（脇 紀美夫君） 平成２６年羅臼町議会第１回定例会の開催に際し、平成２６年

度予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、町政を執行する所信の一端を申

し述べ、議員各位並びに町民の皆様に御理解と御協力をお願い申し上げる次第でありま

す。 

 本年は、私が３期目の町政を担当させていただき４年目となり、実質的には任期の最終

年度でもあります。これまで１１年間、懸案でありました町立国保診療所改築と指定管理

者制度の導入による管理運営委託、町内に皆無でありました介護施設の開設、デイサービ

ス、障がい者支援センターの整備によって、医療、保健、福祉、介護の連携による地域包

括ケア体制の推進を図り、町民が安心して暮らし、「元気でがんばれるまちづくり」を目

指してまいりました。 

 さらには、地域と議会の御理解をいただき、教育施設の劣悪な環境改善を早急に図るべ

く、中学校の適正配置計画に沿い、現中学校２校を閉校し、新設中学校１校の建設方針を

示し、羅臼中学校の耐力度調査に着手したところであります。 

 特に本年度の行政執行に当たりましては、第６期総合計画を基調に進めてまいります

が、引き続き、中学校建設計画にかかわる基本設計などの実施と、危機的な財政状況の中

で今日まで予算計上ができなかった老朽化の著しい海岸町へき地保健福祉館の改築、各町

有施設の維持補修、給食センター大型備品の整備や消防車両等の更新を図り、より一層、

町民の安心安全を守るための行政課題に取り組んでまいります。 

 また、基幹産業であります水産業は、魚種により水揚げ高に格差はあるものの、昨年も

イカの豊漁により、羅臼漁業協同組合の取扱高は１４３億円となっております。しかしな

がら、漁業協同組合として持続可能な漁家経営のための格差是正の取り組みについて進め

られておりますが、なお検討中ということでありますので、引き続き課題の共有に努めて

まいりたいと思います。 

 国は政権交代後、経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針を閣議決定し、景気回

復、経済成長の実現を目指し、さまざまな政策を打ち出しております。しかしながら、地
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方では、景気がよくなってきている実感が余りないという声が多く聞こえてきます。４月

には消費税が８％に引き上げられることに伴い、消費の落ち込みによる地域経済の冷え込

みも叫ばれており、地方財政の悪化も危惧されるところであります。 

 自治体を取り巻く環境の厳しさは依然として続いておりますが、安定した行財政運営の

ために、これまで以上に職員の頑張り、資質向上が求められており、引き続き、職員の交

流派遣、研修等に力を注いでまいります。 

 本年度予算案は、前段申し上げましたとおり、各施設等の老朽化対策に重点を置いたこ

とから、平成２０年度当初予算に次ぐ規模となりましたが、今後におきましても財政の健

全化を図りながら、町民皆様の「いのちと暮らし」を守るため、公平、公明、公正をモッ

トーに、羅臼町発展のために積極的な町政を執行してまいります。 

 まちづくりは、これまで、ハード面の基盤整備を図らなければならない状況下で進めて

きましたが、これからは成長ではなく成熟であり、財政面、環境面など、あらゆる面にお

いて持続可能性を確保し、生活の質的向上、心の豊かさを重視した、人口規模に見合った

まちづくりが必要になるものと考えております。 

 ３期目の最終年となる本年は、羅臼町の将来に向けた成長の道筋をつける重要な年と位

置づけ、今まで取り組んできた各種施策を成熟させるため、拡大ではなく維持集約、経営

コストの削減を図りつつ、一定の行政サービスを保ちながら、羅臼町の存亡にかかわる防

災、産業、医療、福祉、介護等の基盤を持続可能なものとするため、昨年に引き続き、次

の三つのキーワードを柱として、めり張りのあるまちづくりを目指します。 

 一つは、「あれもこれも平均的に」という行政運営から、目的を集中化し、全体の活力

を底上げする「あれかこれか」の視点に立ち、地域を磨く「選択と集中」の行政運営を進

めてまいります。 

 二つ目は、地域住民のやる気を醸成し、そのことが町全体の発展に結びつくことを願

い、町民の活動への積極的な支援を進める、「やる気支援」の行政運営を進めてまいりま

す。 

 三つ目は、町政の運営には町民一人一人が担う役割をはっきりさせた町民主体のまちづ

くりが基本と考えますので、互いの役割を認識した「協働のまちづくり」を進めてまいり

ます。 

 東日本大震災の発生以来、安全で安心な暮らしを確保するため、災害に強いまちづくり

を目指し、いつ発生するかわからない地震、津波などに備え、町民が迅速に避難すること

ができるよう防災ハザードマップを作成するとともに、ライフラインが途絶えたときも想

定して、災害用備品や食糧などの防災備蓄品の整備を計画的に進めてまいりました。ま

た、「自分の命は自ら守る」という防災の原点に立って、地域における被害の拡大防止や

軽減を図るため、自主防災組織の推進や防災訓練を通した活動を促進してまいりました。

しかしながら、大津波が発生した場合の避難路の確保については、想定される津波の水位

には対応できても、想定を超える津波には対応しにくい地域もありますので、より一層の
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安心を得るためにも、裏山や治山施設等への避難路の確保について、引き続き、北海道な

ど関係機関へ要望し、その実現に努めてまいります。 

 近年、全国各地で台風や低気圧の影響で多くの犠牲者が出る災害が発生しております。

町ではこれまでも気象台から情報をいただきながら、暴風や防風雪、大雤などへの警戒を

していただくため、防災行政無線や携帯エリアメールで町民周知をしてまいりました。し

かしながら、細長い地形の当町では気象の変化も激しく、気象台の情報だけでは予想のつ

かない場合もありますので、今後は、町内各地域からの情報もいただきながら対応するよ

うな体制を整備してまいります。 

 町営住宅につきましては、老朽化の著しい団地の建てかえや集約化、また、長寿命化を

促進する改善などの整備が求められています。地域特性や住宅事情等を踏まえた町営住宅

等長寿命化計画を策定し、安全に安心して住み続けられる良質な町営住宅の形成を目指し

て事業化を検討してまいります。 

 老朽施設、老朽大型備品等の長寿命化対策につきましては、大部分の公共施設や大型備

品が相当の年数を経過し、老朽化が著しく、多額の修繕費がかかる状況であり、それぞれ

の老朽化の状況を把握し、計画的に更新、改善等を行うよう事業を推進してまいります。 

 地域経済の持続的発展のためには、地域産業の活性化が必要であり、羅臼漁業協同組合

や羅臼町商工会、知床羅臼町観光協会等と連携、協力しながら、羅臼町産業活性化プラン

に基づいた取り組みを推進しており、近年、地場水産品の高付加価値化と地域資源の有効

活用を図った新たな商品開発が進められており、昨年は「羅臼昆布・鮭節ドレッシング」

や「秋鮭・羅臼昆布ふりかけ」等の商品化が実現しておりますので、商品の需要が拡大

し、地域資源のＰＲにつながっていくことを期待しております。今後も、引き続き関係機

関との連携を強化し、地域資源の維持と発掘、活用を検討するとともに、地域資源を最大

限に生かした主体的な取り組みに対し効果的に支援してまいります。 

 基幹産業であります漁業につきましては、イカ漁が過去最高となる水揚げを記録したも

のの、昆布漁やスケソウダラ、ホッケ等の水揚げは思わしくなく、特に昆布漁につきまし

ては昨年より大きく減産となり、全体的には依然として厳しい状況にあります。また、海

洋環境の変化による磯焼け等の漁場環境の悪化が懸念されており、即効性のある抜本的な

対策は難しい状況にありますが、羅臼漁業協同組合が実施する藻場の維持、回復活動に対

する支援を継続してまいります。 

 北方四島周辺の安全操業につきましては、従来と同様の条件により操業を継続しており

ますが、ロシアトロール船の操業による漁業資源の減尐や漁具への被害等が減ることはな

く、極めて憂慮すべき事態が続いておりますが、これまで要請活動を続けてきた結果、昨

年から漁具被害に大して、２分の１以内で漁具を復旧する支援を受けることができるよう

になりました。しかし、根室海峡沿岸地域の標津町、別海町におきましても、ロシアト

ロール船の操業が確認されるようになり、昨年、初めて、３町合同の要請活動を行ってお

りますが、今後も、オール羅臼と３町合同によるロシアトロール船の即時操業停止につい



― 26 ― 

ての要請活動を継続して実施してまいります。 

 観光につきましては、昨年、知床横断道路の開通が大幅におくれ、観光客入込数に影響

がありましたが、ホエールウオッチングやバードウオッチング等による観光船事業の定着

と、各事業者が実施しております地域資源を活用した体験事業の充実、知床羅臼町体験学

習推進協議会で行っている修学旅行等の受け入れ、さらには客船にっぽん丸の寄港など、

関係機関と連携を図りながら交流人口の拡大に努めてまいりました。しかしながら、宿泊

者数は減尐傾向にありますので、滞在型観光に結びつくように、より一層トップセールス

を行い、観光客誘致の拡大に努めてまいります。 

 また、道の駅かいわいの観光振興策の展開につきましては、当町の将来にとって大変重

要で必要性の高いものと認識しております。周辺の活性化には、各事業者や一般住民、関

係する団体の主体的な取り組みとして波及することが重要であります。昨年は空き店舗を

利用したイベントも実施されており、今後の気運の高まりに期待するところであります。

活動の展開につきましては、今後も多くの団体や関係者に、事業の重要性、必要性を説明

しながら、懇談や連携を図り、地域の主体的な取り組みを支援してまいります。 

 本年６月１日が、知床国立公園指定５０周年、来年７月１７日が、世界自然遺産登録１

０周年の節目の年であり、特に本年は日本ユネスコ運動全国大会も知床斜里町で開催され

ることになりました。羅臼町は知床半島の原生の自然環境とオホーツク海の豊かな恵みに

育まれ、多くの先人たちの努力により今日まで発展を遂げてまいりました。その知床の豊

かな海やすぐれた自然環境を次の世代に引き継ぐためにも、国立公園の指定、世界自然遺

産登録にかかわりのあります環境省、林野庁、北海道、斜里町の行政機関と連携を図りな

がら、本年６月１日から来年７月３１日までを周年記念の期間として、関係機関による共

同事業や記念パネル展の開催、啓発資材の製作のほかに、例年実施している事業と連携さ

せた記念事業を実施してまいります。 

 農業につきましては、昨年に続き、本年も３月末をもって離農する農家が１戸あります

が、幸いにも、本年もその後を引き継ぐ新規就農者が決定しており、最近５年間では３件

目の新規就農者となります。当町におきましては、順調に新規就農者が決定されておりま

すが、全道的には後継者問題や就農者対策が深刻な課題となっておりますことから、離農

者が発生した場合に備えて、関係機関と連携を図りながら誘致活動を行ってまいります。 

 近年の保健医療を取り巻く環境は、尐子高齢化の進行や生活習慣病の増加、医療技術の

飛躍的な進歩などにより大きく変化しており、とりわけ、当町におきましても、医療や介

護の需要がさらに増加することが見込まれており、可能な限り住みなれた地域で、自分ら

しい暮らしを続けることができるよう、いのちを守る医療、保健、福祉、介護の連携を目

指してまいります。これまでも、羅臼町の医療ビジョンを推進するため、医療連携会議を

開催するなど、関係部門の情報共有や課題解決に向けた検討を行い、地域包括ケアの推進

を図り、連携強化に努めてまいりました。しかし、国保診療所、介護施設は、依然として

看護師、介護職員の不足が続いており、特に夜勤対応の職員の不足につきましては、各事
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業所における確保努力のみでは限界があることから、当町としても対策を講じる必要があ

ります。そのことから、特に診療所につきましては、町民と診療所相互の理解と信頼関係

を深め、町民みずからが地域医療を守る意識づくりに取り組むとともに、町民や団体等に

よる診療所の支援体制の確立を目指してまいります。 

 また、介護施設につきましては、介護ヘルパー初任者研修講座の受講機会を提供すると

ともに、就労につながった場合には受講料の助成を行い、介護業務への就業の動機づけや

有資格者の増員による介護サービスの質の向上、定着を図ってまいります。 

 国が定める介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針に

基づき策定する平成２７年度からの第６期介護保険事業計画には、地域包括ケアシステム

の構築、推進をしてまいります。 

 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるためには、身近な地域の人々との交流

や声かけなど、日常的な見回り活動等を通じて、できる限り異常を早期に発見し、迅速に

必要な支援につなげることが重要であります。そのため、引き続き、各町内会や地域住民

等の御支援をいただきながら、地域での見守り体制の構築に向けた取り組みを実施してま

いります。 

 障がいのある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる環境づくりを目指し

て、障がい福祉施策の充実に努めております。最近では、活動内容が地域活動よりも生産

活動の比重が大きくなってきていることなどから、就労支援施策の充実が求められており

ます。そのため、羅臼町社会福祉協議会では、これまでの障がい者支援の経験を生かしな

がら、障がい者が地域で安心して暮らすために、このたび、新たに就労継続支援事業所を

開設し、就労系の障がい福祉サービスの提供を開始することになりましたので、引き続き

支援してまいります。 

 保健分野につきましては、依然として特定健診やがん検診の受診率は伸びが見られず、

生活習慣に起因する疾病での死亡が多い状況が続いております。そのため、今年度も引き

続き、診療所での脳ドックの助成を行い、検診を受けやすくするとともに、通年にわたっ

ての健診ができる診療体制について周知をしてまいります。また、年１回は健診を受けて

いただき、みずからの健康はみずからで守るという疾病予防の意識を町民の皆様方にも強

く持っていたけるよう、町民皆健診に向けた取り組みも進めてまいります。 

 昨年４月から、環境保全と地域の活力と魅力を高めることを目的とした羅臼町環境基本

計画がスタートし、行政だけではなく、町民、各事業者、そして羅臼町を訪れる滞在者

が、環境に配慮した行動や保全活動を連携していくことを呼びかけています。しかし、町

内に目を向けると自動販売機が至るところに設置され、便利になりましたが、それと比例

するように、空き缶、ペットボトルなどのポイ捨てなど、不法投棄が後を絶たない状況に

あります。一部の心ない者の行為が、羅臼町全体のイメージダウンになっております。こ

こ数年、ボランティアで清掃活動が行われておりますが、今年は各イベントや事業に合わ

せて、連合町内会、老人クラブ、小中高生、ねむろ自然の番人宣言事業者ほか、各関係機
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関と連携し、不法投棄撲滅キャンペーンを実施したいと考えております。また、不法投棄

撲滅を目指して、今議会で羅臼町不法投棄防止条例を上程しております。条例制定に当

たっては、広報紙等で町民に周知し、町民一人一人が不法投棄のない、羅臼町の大切な自

然を守り、後世に残し伝えるきっかけになることを願うものであります。 

 合併処理浄化槽につきましては、平成３年度から当町の生活排水処理対策として普及促

進を図ってまいりましたが、普及率につきましては４２.５６％であります。近年、普及

率が伸びない要因として、市街地区の家屋が密集しており、設置スペースの制限上、既存

住宅改修での設置が困難な状況にあることも一因と考えられます。今後ともきれいな河川

や海を後世に残していくために、引き続き、合併処理浄化槽の普及促進を図ってまいりま

す。 

 今日の科学技術の著しい進歩、発展に伴い、目まぐるしく変化する社会に対応し、生き

抜くための力をつけるため、生涯各期において必要な学習機会の提供と学習環境の整備に

努めてまいりました。 

 自立のまちづくりを推進する中、尐子化による児童・生徒数の減尐を背景に、これまで

学校適正配置計画に沿って、小学校の２校化を終え、老朽化が著しい中学校２校につい

て、新たな中学校として１校を整備することとし、いよいよ新中学校の建設に向けた取り

組みを推進してまいります。今年度は、新校舎建設にかかわる地質調査、基本設計の作成

に着手することとしており、関係機関や団体の協力を仰ぎ、町民各位からの御提案等もい

ただきながら進めてまいります。 

 青年期教育につきましては、産業団体の青年組織や羅臼高校生とのつながりを深めるこ

とを目的に、町内行事への参加や、さまざまな活動におけるプロセスを通じて、青年の成

長と自立を支援してまいりました。本年も引き続き、関係機関、団体との連携により、青

年層の活発な活動を促進、支援してまいります。 

 また、豊かな知床の自然環境を生かした取り組みにつきましては、ふるさと尐年探険隊

を初めとする社会教育事業や、幼小中高一貫教育のカリキュラムに位置づける知床学など

におきまして、体験活動を中心に積極的に取り組んでまいりました。現在、町内全ての幼

稚園、小中学校と羅臼高校がユネスコスクールに登録し、自然環境への理解を含めた持続

可能な社会の実現に関する教育を推進しているところであり、本年６月には、知床、斜里

町を会場に第７０回日本ユネスコ運動全国大会が開催されることになっており、この大会

が意義深い大会となるよう支援してまいります。 

 今日まで、町民皆様の御理解と御協力をいただきながら行財政改革を進め、財政の健全

に努めてきたところであります。大変厳しい財政運営が続いている中、地方自治体財政健

全化法の適用により、各会計において一層透明性を持った予算執行が求められたことも、

当町の財政健全化を進めていく上での要因となりました。しかしながら、当町の自主財源

である町税の伸びが期待できない中、地方交付税に依存する体質から抜け出せない状況が

続いているため、いまだ財政状況は柔軟性がなく、多様化する町民のニーズに応えられな
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い財政構造となっております。 

 今後は、安定した財政運営を進めるために、財政調整基金や事業目的を持った特定目的

基金の着実な積み立てに意を用いてまいります。さらに、滞納のないまちを目指して、公

平、公明、公正の観点から、一層の厳しい収納対策を進めるため、釧路・根室広域地方税

滞納整理機構と、より強固な連携を図ってまいります。また、以前より税徴収の専門指導

と滞納整理を進めるため北海道と人事交流を実施してきましたが、着実にその成果が出て

おり、担当職員の資質向上のためにも、引き続き派遣を要望しているところであります。 

 本年度予定されております、当町における国、道などの主な事業について申し上げま

す。 

 海岸高潮対策事業につきましては、昨年度、峯浜地区及び海岸町３・４区の工事が着手

され、町内５地区で引き続き実施されることとなっております。また、岬町地区と海岸町

１・２区は現地調査が終了しましたので、北海道へ事業採択の要請をしてまいります。 

 漁港整備につきましては、峯浜漁港の砂の堆積を防ぐ砂防堤本工事が今年度から着手さ

れる予定となっております。また羅臼漁港は、現在、中央埠頭耐震岸壁の整備が進められ

ており、今年度も引き続き実施されることとなっております。 

 土砂災害、雪崩災害対策など治山事業につきましては、昨年は町内の１４カ所で事業が

実施され、６カ所が終了しております。今年度におきましても２４カ所の事業を要望して

おり、町民が安全・安心に生活ができるよう、治山施設の設置や森林の整備、保全事業が

実施される予定となっております。 

 国道につきましては、一般国道３３５号標津防災の整備は平成２４年度より事業が始ま

り、現在、測量、設計が行われているところであります。この国道は、当町において唯一

の幹線道路であるとともに、経済、観光、住民生活や医療救急活動など、当町における生

命線である重要な道路でありますので、安心・安全な生活、物流ルートの確保を図るた

め、早期完成に向けて要望してまいります。 

 ヒカリゴケの保全及びマッカウスの洞窟の整備につきましては、当町の要望によって、

北海道が平成２３年度よりヒカリゴケ生育環境やマッカウスの洞窟内の地質及び亀裂解析

の調査を行っていただいておりますので、調査結果をもとに洞窟整備についても要望して

まいります。 

 羅臼湖歩道につきましては、平成２４年度から環境省及び林野庁により整備が行われて

おり、入り口の変更とルートの一部変更、駐車帯の整備がされ、引き続き、ルートの変更

や歩道の整備が行われ、今年度で全ての工事が終了する予定であります。完成により、こ

れまで以上に原生的な景観の中で知床の自然を楽しむことができるものと考えておりま

す。 

 以上、平成２６年度の行政を執行するに当たり、所信の一端と当面する行政課題等につ

いて申し述べてまいりました。私が町政を担当させていただきました３期１１年間、町民

の皆様には大変厳しい行財政改革を進める中、特に地域医療の再生、介護施設等の整備充



― 30 ― 

実に対し、特段の御理解と御協力をいただき今日を迎えることができましたことに感謝を

いたしているところであります。現在、第６期総合計画、第３次実施計画を推進中であり

ますが、本年度予算に計上させていただいた各事業を含め、計画した６８事業のほとんど

を実施させていただきました。その一方で、議員、特別職、各種行政委員の皆様には特段

の御理解を賜り、報酬や給料削減を現在も継続させていただいており、職員の給与につい

ても本年度も独自削減に協力をいただきましたことに大変心を痛めておりますが、皆さん

の御協力には感謝をいたしているところであります。繰り返しになりますが、多くの先人

たちが守り育ててきました知床は、本年、記念すべき年を迎えますので、この機会に、改

めて、知床の雄大な自然を後世に残し伝えていく環境づくりのためにも、関係機関や関係

団体など、多くの皆様に御協力をいただきながら、町内外に知床のすばらしさを発信して

まいりたいと考えております。 

 自治体を取り巻く環境は、今後、一段と厳しい時代を迎える中にありますが、職員一丸

となって町民が「安心して暮らし元気でがんばれるまちづくり」を目指し、町民とともに

協働のまちづくりを進めてまいります。町民皆様、議員各位、羅臼町を応援してくださる

全国の皆様や、関係機関、諸団体皆様の特段の御理解と御支援を心からお願い申し上げ、

執行方針といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） 次に、教育長行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

○教育長（池田栄寿君） 平成２６年度羅臼町教育行政の執行方針について申し上げま

す。 

 １、初めに。 

 我が国の教育を取り巻く諸情勢は、教育委員会制度の見直しを初め、いじめ問題への対

応、小学校での英語学習、土曜授業の試行など、これまでの歴史的経過を踏まえながら、

新たな時代が求める課題に対する学校教育のあり方と方策が検討され、改革、改善に向け

た施策が講じられています。 

 北海道教育委員会にありましても、次代を担う子どもたちの学力や体力、運動能力の向

上を図る施策を初め、北海道子どものいじめ防止に関する条例の制定に向けた取り組みな

どを通じて、たくましく生きる力を育むための施策を積極的に推進されています。 

 教育委員会は、地域づくりの基盤として教育が果たす役割を見据えながら、生まれ育っ

た羅臼を愛し、当町の発展に主体的に貢献できる人材の育成を図るため、関係機関や関係

団体と連携をしながら教育行政を推進してまいります。 

 特に、本年度は町立中学校の校舎建設に向けまして、ＰＴＡや校長会、地域などととも

に検討委員会を設置し、中学生という大切な時期を、より一層豊かに学ぶことができるよ

う具体的な検討を進めてまいります。 

 ２、羅臼町教育の推進。 
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 当町の子どもたちが、たくましく生きていくために必要な基礎的、基本的な知識及び技

能を確実に習得させ、次代を担うために求められる思考力や判断力、表現力などを培うた

め、学習規律の定着を図る取り組みや、義務教育９年間と高等学校との学びの接続を見通

した指導計画の策定などが重要です。 

 そのため、本年度より学校教育法施行規則の改正により、教育委員会が必要と認める場

合は土曜日などに授業を実施することが可能となりましたので、羅臼小学校において土曜

授業を試行し、教育課程の定着を図る活動を展開するほか、社会教育活動と学校教育活動

の連携を図り、さまざまな体験学習を通じて、みずから考え、たくましく生きる力を育む

教育活動を展開し、未来を担う子どもたちの学力向上と豊かな心や健やかな体の育成を目

指す各校の取り組みを支援してまいります。 

 また、子どもたちが学ぶ意欲を高め、確かな学力を身につけるためには、幼小中高一貫

教育を通じて学びの接続を図る手だてを確立することも重要な要因の一つです。 

 大学や研究機関との連携を深化し、教職員の資質の向上を図るための研修や学校、学級

支援事業などの充実した展開と、家庭における学習習慣の定着を図る取り組みを推進して

まいります。 

 社会教育活動につきましては、第６次社会教育中期計画の３年目となる各種事業を推進

する中で、町長部局や関係機関、団体等との連携を踏まえながら、青尐年活動の支援を初

め、青年リーダーの育成に努め、町民一人一人がみずから必要な活動を実践し、生きがい

のある活動につながるよう各種の学習機会を提供し、学びの成果が活用できる生涯学習社

会の実現を目指してまいります。 

 ３、主要施策の推進。 

 （１）学校教育の推進。 

 子どもたちが学校で学ぶ大きな目的の一つに、たくましく生きていくための知識や技能

を身につけ、それを活用する能力を高めることがあります。そのため、一人一人の教育課

程の習熟度を高める取り組みが重要でありますので、関係機関と連携、協力をしながら、

若い教職員が多い当町の特性を生かした研修の場を身近に提供し、授業力向上を図る取り

組みや学級支援活動を推進してまいります。 

 また、全国学力・学習状況調査の結果から、基本的な生活習慣や態度に課題があるほ

か、食の乱れによる肥満の増加、体力、運動能力の低下などが危惧されています。当町の

特性を生かしながら、学校と家庭や地域が連携した取り組みを通じて、子どもたち一人一

人が持つ個性や能力を伸ばすとともに、開かれた学校づくりを推進してまいります。 

 学校教育の推進につきまして、７点申し上げます。 

 １点目は、「幼稚園教育」についてであります。 

 幼稚園教育は、発達や学びの連続性を考慮した取り組みを通じて、生涯にわたる人格形

成の基礎を培う重要な役割を担っています。文部科学省が制定している幼稚園教育要領に

基づき、園児一人一人の活動に沿った柔軟な指導を行い、望ましい心身の活動を助長し、
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たくましく生きる力の基礎を育成してまいります。当町におきましては、尐子化が進み、

同年代による遊ぶ機会の減尐や核家族化の中で、子育てに対する過保護や過干渉、さらに

は育児への不安を抱く若い保護者がふえるなど、幼児教育への新たな対応が求められてい

ます。そのため、日々の教育活動においては、ユネスコスクール活動を教育課程に位置づ

け、集団生活の中で多くの体験ができるよう工夫し、好奇心や創造的な思考力を初め、健

康な心と体を育て、道徳性の芽生えを培うとともに、家庭教育学級を開催するなど、課題

解決を目指す取り組みを通じて、園児教育の充実を図ってまいります。 

 また、幼稚園は園児の主体的な遊びを中心とした教育であることから、小学校の教科中

心の学習と指導方法が異なりますので、幼稚園から小学校への円滑な移行を図るため、接

続のカリキュラムを策定し、生活や学びの接続を実践しておりますが、本年度はさらなる

内容の充実と向上を図るため、体系的、系統的な検証を行い、就学前教育の充実を目指し

ます。 

 教員につきましては、園内研修を初め、各種研修会への参加を督励し、総合的に指導す

る力や、特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力などの向上を図ります。 

 ２点目は、「確かな学力を育む学習指導」についてであります。 

 新しい学習指導要領は、子どもたちの現状を踏まえ、生きる力を育むという理念のも

と、知識や技能の習得とともに、思考力、判断力、表現力などの育成を重視しています。

このことは、次代を担う子どもたちが、変化の激しい次代の中でたくましく生きていくた

めに必要となる力を身につけることが求められたもので、日々の指導の改善や充実を図

り、学習内容の習熟度に応じた弾力的指導方法や指導体制を工夫改善し、子どもたち一人

一人に応じた指導の充実に努めることの重要性が指摘されたものであります。 

 このため、各校の校内研修や学習指導法研究会、羅臼町幼小中高一貫教育協議会の活動

など、課題解決に向けた組織的な活動を支援するとともに、大学や関係機関と連携、共同

してフリープラン研修や各種研修を当町において開催し、教職員個々の授業力向上を図る

良質な研修会を身近に提供するほか、放課後学習を初め、学生ボランティア事業の受け入

れなど、学校の学力向上を図る必要な取り組みが迅速に行われるよう積極的に支援してま

いります。 

 また、子どもたちが各教科の習熟度を高めるためには、わかる授業の展開とともに、学

ぶ姿勢や学ぶ態度の育成など、家庭における生活習慣や学習習慣の定着が重要な役割を果

たしますので、学校全体での指導や、ＰＴＡにおける取り組みを支援するなど、地域の実

態に即した方策の確立に努めてまいります。 

 ３点目は、「信頼される学校づくり」についてであります。 

 学校は、保護者や地域住民から寄せられる意見や要望を的確に把握し、組織的、継続的

に運営の改善を図り、家庭や地域の理解を深める活動が求められています。そのため、各

校の学校経営方針に基づき行われる学校評価につきましては、子どもたちや学校の状況に

関する共通理解を深め、学校、家庭、地域の連携協力を促す工夫をするほか、各種調査の



― 33 ― 

結果を積極的に提供し、学校の説明責任を果たしてまいります。 

 子どもたちの成長と発達に伴う生徒指導の問題につきましては、学校と保護者が一体と

なって取り組む活動を支援するほか、関係機関との連携、協力体制を進め、実効性のある

課題解決に努めるとともに、校内における相談体制の充実を図ってまいります。 

 また、教職員には確固たる職業倫理観や高い使命感が求められ、教育に対する信頼感に

応えることが期待されています。そのため、日ごろの教育活動を通して保護者や子どもた

ちと信頼関係を深める活動を支援するともに、子どもたちや保護者などから疑惑や不信を

招くことがないよう、各種の法令や服務規律の遵守について啓発を行ってまいります。 

 ４点目は、「豊かな心や健やかな体を育む教育」についてであります。 

 子どもたちの豊かな心や健やかな体を育むためには、家庭や地域社会と連携しながら、

発達段階に応じたさまざまな体験活動が求められています。そのため、地域の大人や異年

齢集団との交流を初め、各分野における体験活動など、生きる力の基礎となるさまざまな

体験活動を充実させる必要があります。 

 園児との触れ合いを含む世代間交流や、世界自然遺産知床の豊かな自然環境を生かした

自然体験学習、診療所や福祉施設での体験活動、漁港、通学路などでの清掃ボランティア

活動などを推進し、生きることの尊さや自然に親しみ愛護する心や環境保全しようとする

態度などを育んでまいります。 

 また、社会環境の変化や生活様式の多様化などに伴い、子どもたちの身体活動も変化し

てきています。平成２５年度に行われた小学校５年生及び中学校２年生の体力・運動能

力、運動習慣等の調査の結果、総体的に、男女とも身長に対する体重の割合が高く、肥満

の傾向が、全道、全国平均を上回る結果になりました。そのため、子どもたちが将来にわ

たって健康な生活を送ることができるよう、運動に対して関心を持ち、スポーツを楽しむ

工夫や、体を動かす楽しさなどを体感しながら、基礎体力を高めるための取り組みを推進

いたします。 

 食育につきましては、子どもたちの望ましい栄養摂取や、当町の食文化や水産物などに

対する理解を深める授業を通じて、正しい食習慣を身につけるための学習を初め、医療や

保健機関とも連携をしながら、校内における肥満児童・生徒の指導体制の確立を図ってま

いります。 

 ５点目は、「羅臼町支援教育の推進」についてであります。 

 当町は、教育、福祉、医療関係者が連携し、乳幼児の段階から義務教育の円滑な移行を

図ることや困り感のある子どもたち一人一人の成長と発達に寄り添うことを目的として、

羅臼町育ちの手帳こんぱすを運用し、成果が確認されています。 

 地域的な特徴を生かしながら、子どもたちとその保護者、学校などと連携を強め、充実

した運営を目指すとともに、卒業後の社会参加と自立を目指すことができるよう必要な支

援体制を検討してまいります。 

 また、一人一人に応じた指導の充実を図るため、教職員や校内における特別支援教育
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コーディネーターなどの研修会を開催し専門性の向上を図るほか、北海道教育大学釧路校

が当町で行う調査研究活動への協力や、教員の特別支援学校教諭免許の取得講習会への参

加を奨励し、ともに学び、ともに育つ、包括的な支援教育の確立を目指す活動を推進して

まいります。 

 ６点目は、「自然環境教育の推進」についてであります。 

 身近な郷土の歴史や自然への興味や関心を深め、体験を重ねることは、子どもたちの豊

かな心情や思考力の芽生えを培い、創造性を豊かにすることから、教育的な狙いを明確に

し、体系的、系統的な取り組みが重要です。そのため、関係機関と連携をしながら、すぐ

れた自然環境を活用したユネスコスクール活動の充実した取り組みを発展させるととも

に、当町独自の副読本、知床学を新たに策定し、知床半島の動植物や多様性を初め、生物

間のつながりなどについて体験的に学び、自然に対する豊かな感性や思考力の芽生えを育

み、世界自然遺産知床を次世代に継承していく活動を推進いたします。 

 また、教職員を対象とした持続可能な社会の実現に向けた研修会を開催し、資質の向上

を図るほか、必要に応じて授業支援やユネスコスクール活動の実践成果発表の場として研

究発表会を開催いたします。 

 本年度は、第７０回日本ユネスコ運動全国大会が斜里町を会場に開催されますので、当

町が実践しているユネスコスクール活動の発表を行うなど、この大会が充実したものとな

るよう支援をしてまいります。 

 ７点目は、「中学校の適正配置計画推進」についてであります。 

 羅臼町小・中学校の適正配置計画は、保護者や地域の皆様の深い御理解をいただき推進

してまいりました。残る課題として、春松中学校と羅臼中学校の１校化と老朽化が著しい

校舎の建設がありましたが、各校区の保護者や地域の皆様の御理解をいただき、両校を廃

校として、新設の中学校を現羅臼中学校敷地内に建設することで合意が得られました。今

後、両校の閉校並びに新設校開設に向けた諸準備を同時に進めていくことになりますの

で、地域やＰＴＡを初め、校長会、教頭会などを含め、検討委員会を設置し、多岐にわた

る具体的な内容について作業を進めてまいります。 

 （２）社会教育の推進。 

 社会教育の推進につきまして、３点申し上げます。 

 １点目は、「地域の課題をみつめ、自主・自立のまちづくりを目指す取り組み」につい

てであります。 

 生涯学習時代に入り、趣味や多様化する生活課題などをきっかけとして、多くの団体や

個人が活動を行っています。生き生きとした地域社会を構築していくためには、このよう

な学びの輪が広がり、活動を行っているクラブやサークルの中から指導者やリーダーが生

まれ、知識や技術の還元が行われることが重要です。そのため、多様化する個人の生活を

背景とした学習機会の提供や学習情報の発信などとともに、地域づくりの担い手となる人

材の育成を目指して、多様な活動を支援してまいります。 
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 特に、青尐年活動につきましては、子どもたちがさまざまな体験を通じて生涯学習の基

礎的な考え方を身につけ、地域のリーダーとして意欲的に活動に参加する人材の育成を目

指し、中高一貫教育における生徒会リーダー研修会を支援するほか、根室管内全ての高等

学校が参加して行う青尐年社会参画育成事業及び羅臼高等学校のフードデザイン専科生が

地域と連携して行う取り組みを積極的に支援してまいります。 

 ２点目は、「心を結ぶ文化活動で、うるおいあるふるさとづくりを目指す取り組み」に

ついてであります。 

 地域社会は、町民一人一人にとって充実した人生を送ることができる、潤いと安らぎの

ある場であることが求められています。そのため、文化の創造と享受をつなぎ、生涯にわ

たる学習活動を主体的に行う人材の育成に努めてまいります。特に情報機器の利便性が急

速に高まる一方で、人間関係が希薄となり、地域の伝統や文化活動に影響を及ぼしている

ことを踏まえ、大人と子どもとの交流を図る場の提供や青尐年活動などを通じて世代間交

流の推進に努め、地域力の向上を目指した活動に意を用いてまいります。 

 芸術文化活動につきましては、学習活動の発表の場として公民館ロビーやホールを有効

に活用するほか、地域の特徴を生かした公民館講座の開催を初め、当町の無形文化財「郷

土芸能知床いぶき樽」の普及活動を支援するなど、町民の学習、文化活動を支えてまいり

ます。 

 公民館活動につきましては、羅臼町文化協会との共催により第４４回文化祭を開催し、

日ごろの活動成果の発表の場を提供するほか、ふれあいコンサートや、ふるさと体験教室

などの事業を推進してまいります。 

 読書普及活動につきましては、幼稚園や学校と連携しながら、ボランティアサークルに

よる読み聞かせ活動を支援するほか、保健福祉課や子育て支援センターなどの事業と連携

し、効果的な普及活動を推進してまいります。 

 文化財保護活動につきましては、オホーツク文化の遺跡として北海道重要考古資料に登

録されている松法川北岸遺跡出土品の整理作業を進め、保存と活用を図る整備を行うほ

か、環境省が行う、オジロワシ、オオワシ、シマフクロウなど、国指定天然記念物の保護

調査活動に協力をするとともに、北海道指定天然記念物「羅臼のひかりごけ」及び羅臼の

間欠泉の調査保護活動を行ってまいります。このほか、当町にゆかりの深い方々の特別展

示や各種講座などを開催し、郷土資料館の利用を促進してまいります。 

 ３点目は、「健康の増進、コミュニティづくりに役立つスポーツ活動」についてであり

ます。 

 生活の利便化が進み、日常生活において体を動かす機会が減尐している今日、スポーツ

は、体力増進、健康保持のため、従前にも増して重要な役割を担っています。また、子ど

もから高齢者まで生涯を通じてスポーツに親しむことは、人と人の心をつなぐコミュニ

ティづくりに大きな効果が期待されています。そのため、町民一人一人が世代を超えた交

流を深めながら体力づくりや健康づくりの活動を積極的に推進し、着実な効果を上げてい
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る羅臼町民体育館の指定管理者ＮＰＯ法人羅臼スポーツクラブらいずの活動を支援してま

いります。さらに、生涯を通じてスポーツ活動に親しむ環境づくりを促進するために、ス

ポーツ団体及び指導者の育成、学校開放事業や子どもの体力向上事業などを推進してまい

ります。 

 ４、終わりに。 

 以上、平成２６年度教育行政の主要な方針を申し上げました。 

 いつでも、どこでも、誰もが学習することができ、また、学習成果を生かすことができ

る生涯学習社会に入り、学ぶことの重要性が増しています。当町の未来を託す子どもたち

が、新しい社会の中で夢と希望の実現に向けて力強く成長することができるよう、学校や

関係機関、関係団体と連携を深め、知、徳、体の調和のとれた成長と発達を全力で支援す

るとともに、町民の皆様が生涯にわたって豊かに学びが続けられるよう、職員が一体と

なって最善の努力を傾注してまいります。 

 議員の皆様並びに町民の皆様の御理解と御支援を心からお願い申し上げまして、教育行

政執行方針といたします。ありがとうございました。 

○議長（村山修一君） 以上で、町長・教育長行政執行方針の説明が終わりました。 

 町長・教育長行政執行方針に対する質問及び一般質問は後日行います。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、明日８日及び９日は、会議規則第９条第２項の規定により、休会となります。 

 １０日は、午前１０時開議といたします。 

 １０日の議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これで散会します。 

 大変御苦労さまでした。 

午後 ０時１０分 散会 
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